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NEWS RELEASE 
平成２５年２月４日（月） 

 

「トマト・でんさいネットサービス」の取り扱い開始について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トマト銀行（取締役社長 中川 隆進）では、平成２５年２月１８日（月）より、 

「トマト・でんさいネットサービス」の取り扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。 

「トマト・でんさいネットサービス」とは、全国銀行協会が設立した株式会社 全銀電子

債権ネットワーク（通称：でんさいネット）が提供する電子記録債権を活用したサービスで、

当社の「トマト法人インターネットバンキングサービス」を通じてご利用いただけます。 

取り扱いの開始に先立ち、平成２５年２月４日（月）より「トマト・でんさいネットサービス」

のご利用申込書の受け付けを開始いたしますとともに、平成２５年２月１２日（火）には、

でんさいネットサービスの仕組みや実務などを分かりやすくご説明する「トマト・でんさいセ

ミナー」を開催いたしますので、ご関心をお持ちの方はこの機会にぜひご参加ください。 

 

記 

１ サービス開始日 

  平成２５年２月１８日（月）  ※ご利用申込受付開始日 平成２５年２月４日（月） 

 

２ 「トマト・でんさいネットサービス」の主な内容 

サービス種類 サービス内容 

発生記録請求 
債務者（支払人）が「でんさい」を発生させます。 

（手形の振り出しに相当します。） 

譲渡記録請求 
受け取った「でんさい」を譲渡します。（分割譲渡も可能です。） 

（手形の裏書譲渡に相当します。） 

でんさい割引 
当社へ「でんさい」の割引をお申し込みいただけます。 
※割引をご利用いただくには、当社所定の審査がございます。 

 

３ ご利用いただける方 

トマト法人インターネットバンキングサービスをご契約のお客さま 

 

４ 「でんさいサービス」の特長 

 ペーパーレス化により、手形の発行、振込の準備など、支払い事務の軽減や手

形の保管・管理・搬送コストの削減が可能となります。 

 印紙税が課税されないことから、節税効果もあります。 

以 上 

本件に関するお問い合わせ先 営業企画部 香田 ℡ 086-221-1096 
報道関係のお問い合わせ先 経営企画部（広報担当） 藤岡・齋藤 ℡ 086-221-1057 

• 平成２５年２月１８日（月）より、電子記録債権「でんさい」を活用した「トマト・でんさいネットサ

ービス」の取り扱いを開始いたします。 

• 取り扱いの開始に先立ち、平成２５年２月４日（月）より「トマト・でんさいネットサービス」のご

利用申込書の受け付けを開始いたします。 

• 平成２５年２月１２日（火）には、でんさいネットサービスの仕組みや実務などを分かりやすく

ご説明する「トマト・でんさいセミナー」を開催いたします。 




